
 

 

議  案  第  ７６  号  

 

 

新居浜市駐車場条例の制定について  

 

新居浜市駐車場条例を次のとおり制定する。  

 

平成２５年１２月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市駐車場条例  

 

新居浜市公営駐車場条例（昭和５５年条例第８号）の全部を改正する。  

（設置）  

第１条  道路交通の円滑化を図り、もって市民の安全の確保及び利便に資するとともに、

都市機能の維持及び増進に寄与するため、路外駐車場として新居浜市駐車場（以下

「駐車場」という。）を設置する。  

（定義）  

第２条  この条例において使用する用語は、駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に

おいて使用する用語の例による。  

２  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

（１）普通自動車  道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自

動車をいう。  

（２）大型自動二輪車  道路交通法第３条に規定する大型自動二輪車をいう。  

（３）普通自動二輪車  道路交通法第３条に規定する普通自動二輪車をいう。  

（４）普通自動車等  普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車をいう。  



 

 

（５）一時駐車  普通自動車等を入場させてから出場させるまでを単位とする１回ごと

の駐車場の利用をいう。  

（６）定期駐車  一時駐車を一定の期間反復して行う駐車場の利用をいう。  

（名称及び位置）  

第３条  駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

西原駐車場  新居浜市西原町二丁目甲１５４６番３８の一部  

中須賀駐車場  新居浜市中須賀町二丁目甲１５４６番４２  

新居浜駅前駐車場  新居浜市坂井町二丁目１３９４番から１３９６番まで  

（駐車することができる自動車）  

第４条  駐車場に駐車することができる自動車の種類は普通自動車、大型自動二輪車及

び普通自動二輪車とし、その長さは積載物又は取り付けた物を含めて５メートル以下

とする。ただし、市長が特に必要があると認める自動車については、この限りでない。  

（駐車券の発行等）  

第５条  市長は、駐車場を利用しようとする者に対し、駐車券を発行するものとする。

この場合において、定期駐車に係る駐車券（以下「定期駐車券」という。）の発行を

受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その決定を受けなければならない。  

２  定期駐車券の発行は西原駐車場及び中須賀駐車場に限り行うものとし、市長はそれ

ぞれの収容台数及び利用状況を勘案して発行するものとする。  

３  市長は、前２項の規定により駐車券を発行する際、管理上必要な条件を付すること

ができる。  

４  第１項の規定により定期駐車券の発行を受けた者（以下「定期駐車利用者」とい

う。）は、当該定期駐車券を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。  

（駐車料金）  

第６条  駐車料金は、別表のとおりとする。  

（駐車料金の徴収）  

第７条  一時駐車に係る駐車料金は、普通自動車等を駐車させた者から当該普通自動車

等を出場させるときに徴収する。  

２  定期駐車に係る駐車料金は、定期駐車券の発行を受ける者から当該定期駐車券を発



 

 

行するときに徴収する。  

３  定期駐車の利用期間を経過した期間の駐車料金は、普通自動車等が当該定期駐車の

利用期間を経過した時から一時駐車をしたものとみなして、第１項の規定により駐車

料金を徴収する。  

４  前３項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自動車が駐車する場合

は、駐車料金を徴収しない。  

（１）道路交通法第３９条第１項に規定する緊急自動車  

（２）駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要

する公務を行うために使用する自動車  

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車  

（駐車料金の減免）  

第８条  市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除するこ

とができる。  

（駐車料金の還付）  

第９条  既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、定期駐車に係る駐車料金の全部又は一部を還付することができる。  

（駐車の制限）  

第１０条  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒み、又は退場を命

ずることができる。  

（１）駐車場が満車であるとき。  

（２）駐車場の施設、設備、器具等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認

められるとき。  

（３）発火性若しくは引火性の物品その他の危険物又は他の普通自動車等の駐車に支障

を来す荷物等を積載していると認められるとき。  

（４）著しい騒音や臭気を発すると認められるとき。  

（５）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。  

（６）この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は違反するおそれがある

と認められるとき。  

（７）前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。  



 

 

（定期駐車券の返還）  

第１１条  市長は、定期駐車利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該定期

駐車券の使用を停止し、その返還を求めることができる。  

（１）前条第２号から第７号までのいずれかに該当するに至ったとき。  

（２）偽りその他不正の手段により定期駐車券の発行を受けたとき。  

（３）定期駐車券の発行の条件に違反したとき。  

（利用期間の制限）  

第１２条  駐車場を利用する者は、同一の車両を引き続き１週間を超えて駐車させては

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

（１）利用期間内の定期駐車券によって駐車するとき。  

（２）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。  

（引取りの請求）  

第１３条  一時駐車の方法により駐車場を利用する者が、あらかじめ市長への届出を行

うことなく前条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車利用者

が、定期駐車の利用期間の終了又は第１１条の規定により定期駐車券の使用を停止さ

れた日から１週間を超えて車両を駐車している場合において、市長は、これらの利用

者（以下「利用者」という。）に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、

市長が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。  

２  前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒んだとき、若しくは引き取ること

ができないとき、又は市長の過失なくして利用者を確知することができないときは、

市長は、車両の所有者等（自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下

同じ。）に対して通知又は駐車場における掲示の方法により市長が指定する日までに

車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利

用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、市長に対して車

両の引渡しその他の異議又は請求の申立てをしないものとする。  

（車両の調査）  

第１４条  市長は、前条第１項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために

必要な限度において、車両（車内を含む。）を調査することができる。  

（車両の移動）  



 

 

第１５条  市長は、第１３条第１項の場合において、駐車場の管理上支障があると認め

るときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、

車両を他の場所に移動することができる。  

（車両の処分）  

第１６条  市長は、利用者及び所有者等が車両の引取りを拒んだ場合若しくは引き取る

ことができない場合又は市長の過失なくして利用者及び所有者等を確知することがで

きない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限

を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされな

いときは、催告をした日から３月を経過した後、利用者に通知し、又は駐車場におい

て掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処

分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用（催告後

の車両の保管に要する費用を含む。）に満たないことが明らかである場合は、利用者

に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後、直ちに公正

な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。  

２  市長は、前項の処分をした場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し、又は駐

車場において掲示する。  

３  市長は、第１項の規定により車両の処分をした場合は、駐車料金並びに車両の保管、

移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、

不足があるときは利用者に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを返還す

るものとする。  

（供用の休止）  

第１７条  市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、あら

かじめ掲示して臨時に駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。  

（損害賠償）  

第１８条  駐車場の施設、設備、器具等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、市長の

認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。  

（駐車場における損害の責任）  

第１９条  市長は、次に掲げる損害については、その賠償の責めを負わない。ただし、



 

 

車両の保管に関し市長が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。  

（１）第１０条の規定により駐車を拒み、又は退場を命じたことにより生じた損害  

（２）第１１条の規定により定期駐車券の使用を停止し、その返還を求めたことにより

生じた損害  

（３）第１３条第１項の市長が指定する日を経過した後に生じた損害  

（４）第１７条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止したことにより生じた

損害  

（５）駐車場内における盗難又は車両相互等の接触により生じた損害  

（６）天災その他やむを得ない理由により生じた損害  

（指定管理者による管理）  

第２０条  駐車場の管理は、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせることがで

きる。  

２  前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規

定の適用については、第５条第１項から第３項まで、第１０条、第１１条及び第１９

条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「掲げる損

害」とあるのは「掲げる損害（第３号及び第４号に掲げる損害を除く。）」とする。  

（指定管理者が行う業務）  

第２１条  前条第１項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指

定管理者が行う業務は、次のとおりとする。  

（１）駐車券の発行及び定期駐車券の返還等に関する業務  

（２）駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務  

（３）その他駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務  

（指定管理者が行う管理の基準）  

第２２条  指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところ

に従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。  

（委任）  

第２３条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

（過料）  



 

 

第２４条  市長は、詐欺その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者について

は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円

を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の新居浜市公営駐車場

条例（以下「旧条例」という。）別表第１に規定する西原中須賀駐車場に入場させて

いる自動車の定期駐車以外の駐車に係る使用料については、なお従前の例による。  

３  この条例の施行日前に旧条例別表第１に規定する新居浜駅前駐車場に入場させてい

る自動車の駐車料金は、当該自動車が施行日から一時駐車をしたものとみなして、改

正後の新居浜市駐車場条例第７条第１項の規定を適用する。  

４  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

（準備行為）  

５  定期駐車券の発行その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことが

できる。  

別表（第６条関係）  

名称  区分  駐車料金  

西原駐車場  

中須賀駐車場  

定期駐車（１台

につき）  

１月につき  ２，１００円  

一時駐車（１台

につき）  

１回につき駐車時間が３時間以内の場合は

５０円。３時間を超える場合は５０円に３

時間を超える１時間までごとに２０円を加

算して得た額  

新居浜駅前駐車場  一時駐車（１台

につき）  

１回につき駐車時間が３０分まで無料。３０

分を超える場合は３０分を超える３０分ま

でごとに１００円を加算して得た額  

備考  定期駐車の１月とは、月の初日から末日までの期間をいう。  



 

 

 

提案理由  

本市の駐車場の管理に関し駐車場法との整合を図るため、及び新居浜駅前駐車場の利

用について駐車料金を徴収するため、本案を提出する。  


